
重要性分類Ⅲ

受　付　月
（ 診療（調剤）月 ）

令和7年４月 ９日（水） 10日（木）

（　３月分） ○ ○

　　　　  ５月 ９日（金） 10日（土）

（　４月分） ○ ○

　　　　  ６月 ９日（月） 10日（火）

（　５月分） ○ ○

　　　　  ７月 ９日（水） 10日（木）

（　６月分） ○ ○

　　　 　 ８月 ９日（土） 10日（日）

（　７月分） 閉 所 ○

　　　　  ９月 ９日（火） 10日（水）

（　８月分） ○ ○

　　　　 10月 ９日（木） 10日（金）

（　９月分） ○ ○

　　　　 11月 ９日（日） 10日（月）

（10月分） 閉 所 ○

　　　　 12月 ９日（火） 10日（水）

（11月分） ○ ○

令和8年１月 ９日（金） 10日（土）

（12月分） ○ ○

　　　　  ２月 ９日（月） 10日（火）

（　１月分） ○ ○

　　　　  ３月 ９日（月） 10日（火）

（　２月分） ○ ○

２　 上記表の「閉所」表示の日においては、受付は行っておりません。

３　 受付時間は午前9時から午後5時30分までで、１階受付会議室で受付けております。

４　 8日以前の平日においても、1階事務室窓口にて随時受付いたします。

受　　付　　日

令和7年度 診療（調剤）報酬請求書受付日

社会保険診療報酬支払基金
秋田審査委員会事務局

１　 請求書等の提出日については、省令により各月10日までとなっております。郵送等の場合におい

　ては、「10日必着」（9日以前着は可）で送付願います。

　 　なお、オンライン請求においても、10日24時までに「請求確定」を行ってください。


